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和解による訴訟の解決および特別損失の計上に関するお知らせ 

 

当社が提起されておりました訴訟につきまして、下記のとおり和解が成立し、当該和解に

伴う特別損失が発生いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 

平成 16 年 10 月 12 日、当社が施工中の現場（大阪府河内長野市）において労災事故が

発生いたしました。当社はこの現場において、二次下請として空調・消火設備工事の施

工管理を行っておりましたが、被災者である原告は、この工事の元請会社をはじめ当社

を含む各下請会社にも相応の責任があるとして、合計６社に対して総額 220,000 千円の

支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起いたしました。当社といたしましては、合理的

な負担限度に止まることを前提としつつ、できるだけ早期に問題解決を図ることが最善

の選択であると判断し、今般大阪地方裁判所からの和解案の提示を受け入れることにい

たしました。 

 

２．和解の内容 

当社は、和解金として原告に 50 百万円の支払いを行う。 

 

３．業績への影響 

本件の和解に伴い、平成 24 年３月期第３四半期において、和解金 50 百万円を特別損

失として計上する予定であります。 

なお、業績予想の修正については現在集計中であり、開示の必要が生じた場合には速

やかに行う予定であります。 

以  上 


